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資格要件・人員基準について 
 よくある質問 答え 
１ 受講義務付けの対象となるサービスにつ

いて 
訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、 
福祉用具貸与、居宅介護支援を除く全ての 
サービスが対象となります。 

２ 「医療・福祉関係の資格」とは、 
具体的にどのような資格を指しますか？ 

【例】看護師、准看護師、介護福祉士、介護
支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初
任者研修修了者、生活援助従事者研修修了
者、介護職員基礎研修過程修了者、訪問介護
員養成研修一級課程・二級課程、社会福祉
士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、
管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、あん摩マ
ッサージ師、はり師、きゅう師 等 

３ 「柔道整復師」の資格をもっている。 
義務づけの対象外となりますか？ 

義務づけの対象外となります。 
受講は必須ではありません。 

４ 「社会福祉主事（任用資格）」の資格を
もっている。義務づけの対象外となりま
すか？ 

義務づけの対象です。他に「医療・福祉関係
の資格」をお持ちでない場合、受講は必須と
なります。ただし、履修科目によっては対象
外となることがあります。 

５ 「福祉用具専門員」の資格を持っていま
す。義務づけの対象外となりますか？ 

義務づけの対象外となります。 
受講は必須ではありません。 

６ 「認知症介助士」「認知症ケア専門士」
の資格を持っています。義務づけの対象
外となりますか？ 

義務づけの対象です。他に「医療・福祉関係
の資格」をお持ちでない場合、受講は必須と
なります。 

７ 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る
科目を受講しましたが、介護福祉士資格
は持っていません。義務づけの対象外と
なりますか？ 

養成施設については卒業証明書及び履修科目
証明書により、事業所及び自治体が認知症に
係る科目を受講していることが確認できるこ
とを条件として対象外として差し支えありま
せん。なお、福祉系高校の卒業者について
は、認知症に係る教育内容が必修となってい
るため、卒業証明書により単に卒業が証明で
きれば対象外として差し支えありません。 

 



 よくある質問 答え 
８ 認知症介護実践者研修を終了していま

す。義務づけの対象外となりますか？ 
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リー
ダー研修、認知症介護指導者研修等の介護等
に係る研修を終了した方については、義務づ
けの対象外です。受講は必須ではありませ
ん。 

９ 認知症サポート等養成講座を修了してい
ます。義務づけの対象となりますか？ 

認知症サポーター等養成講座を修了していて
も、義務づけの対象です。他に「医療・福祉
関係の資格」をお持ちでない場合、受講は必
須となります。 

10 人員配置基準上、従業者の員数として算
定される従業者以外の者や、直接介護に
関わる可能性がない者についても、義務
づけの対象となりますか？ 

人員配置基準上、従業者の員数として算定さ
れる従業者以外の者や、直接介護に携わる可
能性がない者については、義務づけの対象外
です。受講は必須ではありません。 
一方で、義務づけの趣旨を踏まえ、人員配置
基準上、従業員の員数として算定される従業
者以外の者や、直接介護に携わらない者であ
っても、当該研修を受講することを妨げるも
のではありませんので、受講について積極的
にご判断下さい。 

11 外国人介護職員についても、受講が義務
づけられますか？ 

EPA 介護福祉士、在留資格「介護」等の医
療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員
数として算定される従業者であって直接介護
に携わる可能性がある者については、在留資
格に関わらず、義務づけの対象です。 

12 海外の福祉系大学を卒業していますが、
受講が義務づけられますか。 

義務づけの対象です。他に「医療・福祉関係
の資格」をお持ちでない場合、受講は必須と
なります。 

13 新しく採用した職員の義務づけの取扱に
ついて教えてください。 

新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新た
に採用した従業者で、医療・福祉関係資格を
有さない者に対する当該義務づけの適用につ
いては、採用後 1 年間の猶予期間が設けられ
ています。 
（例）令和 7 年 10 月 1 日→令和 8 年 9 月 31
日までの猶予期間 

 


